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令和３年３月橋本市議会定例会会議録（第３号）その４ 

令和３年３月９日（火） 

                                           

（午後１時00分 再開） 

○議長（土井裕美子君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番９、１番 岡本さん。 

〔１番（岡本安弘君）登壇〕 

○１番（岡本安弘君）皆さま、こんにちは。

令和クラブ、岡本安弘です。 

 昼食後、一番眠たくなる時間帯でございま

すが、しばしお付き合いよろしくお願い申し

上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の発生から約１

年２カ月が経過いたしました。感染者の数は

世界で１億1,000万人を超えております。世界

や日本、また本市にとりまして、コロナ克服

に向けて正念場の一年となっております。 

 改めまして、医療関係者、エッセンシャル

ワーカー、そして感染拡大防止にご協力くだ

さる全ての事業者、国民・市民の皆さまに深

く感謝を申し上げます。 

 それでは、議長のお許しを頂きましたので、

通告に従いまして一般質問を始めさせていた

だきます。 

 2019年12月、中国にて急性呼吸器疾患が集

団発生し、この疾患はヒトで初めて見られた

新型コロナウイルスが原因となって引き起こ

されていることが分かりました。その後、こ

のウイルスは中国全土から世界中へと広がり、

ＷＨＯがパンデミックを宣言するに至りまし

た。 

 2020年１月、我が国初の新型コロナウイル

ス陽性患者が報告されて以降、多くのクラス

ターが発生し、緊急事態宣言も発出されまし

た。３月８日現在までの新型コロナウイルス

感染症の感染者数は約44万人で、お亡くなり

になった方は累計で約8,200人となっていま

す。 

 各国の新型コロナウイルスのワクチン接種

状況や副作用等について毎日のように報道さ

れている中、日本ではアメリカの製薬大手フ

ァイザーが開発した新型コロナウイルスのワ

クチンについて、厚生労働省は２月14日、安

全性や有効性などが確認されたとして、国内

で初めて承認いたしました。２月17日から国

立病院機構や労働者健康安全機構など、100

病院に所属する医師や看護師の希望者につい

て先行接種が開始され、その後、より多くの

医療機関を対象にした先行接種が開始される

予定となっています。 

 そこでお伺いいたします。 

 １、本市の予防接種体制の進捗状況につい

て。 

 また、新型コロナウイルスに感染し、引っ

越しを余儀なくされ、偏見や誹謗中傷など、

コロナ差別も多数聞かれるところです。 

 ２、コロナ差別に対する見解について。 

 以上、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。明確なご答弁、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さんの質

問、新型コロナウイルス感染症に係る予防接

種などに対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（吉田健司君）登壇〕 

○健康福祉部長（吉田健司君）新型コロナウ

イルス感染症に係る予防接種などについてお

答えします。 

 新型コロナウイルス感染症の全国的な感染

拡大が続く中、今後予定されるワクチン接種

は、感染拡大に歯止めをかけるものとして大
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きな期待を寄せられています。 

 国内で初めてとなる新型コロナウイルスの

ワクチン接種が２月17日から、全国100箇所の

国の機関の医療従事者を対象に先行接種が始

まり、３月中旬には一般の医療従事者の優先

接種が開始され、その後、高齢者接種が開始

される予定です。 

 まず、一点目の本市の予防接種体制の進捗

状況についてですが、２月12日に橋本市民病

院に国からマイナス75℃対応のディープフリ

ーザーが配備され、市内の医療機関に配送す

るための準備が整いました。ディープフリー

ザーは、４月から６月までにさらに４台本市

に配備されます。 

 次に、高齢者の接種に向け必要となる接種

券の発送については、国の指示に従いながら

送付していきます。 

 64歳以下の一般の方の接種券の発送につい

ては、国の指示に従いながら準備を進めてい

ます。 

 次に、接種可能な医療機関の取りまとめに

ついては、現在、橋本保健所、伊都医師会、

関係市町で協議を重ね、現在、最終の取りま

とめをしており、間もなく公表できる見込み

です。接種可能な医療機関が決定しましたら、

ホームページなどでお知らせするとともに、

接種券の送付の際にも接種可能な医療機関名

を同封する予定です。 

 次に、市民の皆さまからの様々な問合せに

対応するため、３月８日から保健福祉センタ

ー内にコールセンターを立ち上げ、５月末ま

では土日祝日も含め電話相談にあたる予定で

す。 

 市のコールセンターでは、医療的な問合せ

には対応できませんが、接種に関する様々な

問合せにできるだけお答えできるよう準備を

しています。なお、医療的な相談や接種後の

体調についての相談は都道府県のコールセン

ターが担うことになっています。 

 また、来庁者の対応として、保健福祉セン

ターロビーにワクチンの相談コーナーを設け

て、市職員が相談にあたります。 

 次に、各医療機関で必要なワクチンはディ

ープフリーザーの設置されている基本型接種

施設から個々の医療機関に向け、１週間に２

回程度配送する必要があります。このワクチ

ンの配送は特に取扱いを慎重にする必要があ

り、現時点では市の危機管理室の采配の下、

市職員の手でワクチンを医療機関に配送する

予定ですが、一方で、運送業者等からのワク

チン配送の提案もあり、安全にかつ確実に運

送できる方法を検討しています。 

 次に、特別養護老人ホームなどの高齢者施

設で生活されている高齢者への接種に向けて

は、２月19日に橋本市及び伊都郡内の社会福

祉施設向けの事務説明会を橋本保健所と関係

市町合同で開催し、高齢者施設での接種に向

けて協議を進めています。 

 いずれにしても、国のワクチン確保が急務

となっている中、国の動向を注視しながらス

ムーズな接種開始に向けて、関係機関と協議

を進めながら取り組みます。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）次に、二点目

のコロナ差別に対する見解についてお答えし

ます。 

 現在、コロナウイルス感染症の感染拡大に

伴い、感染への不安や恐怖から感染した方や

医療従事者及びその家族、あるいはクラスタ

ーが発生した店舗、会社、施設等に対する心

ない差別や忌避する行為といった問題が全国

で発生しており、市としてもこのことを大変

重く受け止めています。 

 今までに具体的に本市に寄せられた相談は

２件ありました。幸い深刻な差別事象に発展
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したものは今のところありませんが、インタ

ーネットの掲示板やＳＮＳを通じての誹謗中

傷、感染者や地域を特定しようとする行為な

どが懸念されるところでございます。 

 誹謗中傷は誤った情報に基づく感染への不

安から、感染者を忌避する行動を取ることで

自らの心の安定を図ろうとする意識によるも

のと考えられています。これを防止するため

には、国や県が発信する情報を市としても正

確に伝えるとともに、市民の感染症への正し

い理解が得られるよう、またしっかりとした

感染対策へのお願いも併せて、危機管理室と

も連携し、情報発信と啓発を粘り強く継続し

ていく必要があります。いずれにしても、市

民一人ひとりがお互いの人権を尊重できる心

の余裕を持っていただけるような取組を進め

ていくことが重要であると考えます。 

 市では、はしもと出前講座による啓発、ま

た市ホームページで啓発記事を掲載するとと

もに、昨年12月には啓発チラシの新聞折り込

み、また２月には啓発チラシの全戸配布や回

覧等、差別やいじめの発生防止に向けた取組

を継続して行っているとともに、インターネ

ット上の差別書き込み等のモニタリングにつ

いても試行的に行っています。 

 今後とも、人権啓発の推進に関わっていた

だいている橋本市人権啓発推進委員会をはじ

めとする各種団体や県とも連携しながら、感

染症を原因とする誹謗中傷や差別的な取扱い

を未然に防ぎ、人権侵害のないまちづくりを

実現するための啓発活動等を積極的に進めて

まいります。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さん、再

質問ありますか。 

 １番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

接種に対して目まぐるしく国の動向や状況と

いうのが日々変わる中で、また前例がなく手

探りの中でワクチン接種に向けて取り組んで

いただいている職員の皆さまに、改めて感謝

を申し上げます。 

 さて、今ご答弁いただきましたマイナス

75℃対応のディープフリーザー、超低温冷凍

庫ですけれども、国から各市町村に無償譲与

され、２月12日に橋本市民病院に設置されて

おります。そこで保管されるワクチンは市民

病院の方が管理されて、橋本・伊都圏域の医

療機関に配送される。そして、先行して医療

従事者に対してワクチンが接種されるもので

ございます。その後、４月から６月までにデ

ィープフリーザーというのが本市に４台設置

されるわけですけれども、設置された施設か

ら65歳の方がワクチン接種を受けられる個々

の医療機関に配送されるということでござい

ました。１台は既に市民病院のほうに設置さ

れておるわけですけれども、残り４台のディ

ープフリーザーについてですが、設置される

場所と、また保管されるワクチン管理につい

てお答えください。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 ４月に１台納付される冷凍庫は保健福祉セ

ンターに設置し、５月に納品される２台につ

いては２病院に問い合わせて意向確認をしま

す。６月に１台納品される冷凍庫は、要望が

なければ保健福祉センターに設置したいと考

えています。 

 次に、管理はディープフリーザーの保管管

理責任者、これは医師の名前で登録します。

この責任者の下、ワクチンの管理を行います。

ファイザー社製のワクチンは配送業者からワ

クチンを受け取りますと、ディープフリーザ

ーのある場所まで台車等を用いて２人で運び

ます。ディープフリーザーのところで箱から

ワクチンを取り出し、バイアルが納められて
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いる小箱をディープフリーザーに収納します。

冷凍庫内の温度がマイナス60℃以上にならな

いように取扱いを行います。 

 さらに、ディープフリーザーがある施設は

他の施設へワクチンを輸送する起点となるた

め、拠出時においてもワクチンや関係物品を

提供しなければならないとなっています。関

係物品はワクチン本体のほか、ワクチンに附

属する書類、支出準備書及び予診票に添付さ

れるためのワクチン接種シール、生理食塩水、

国から供給される接種用注射器、注射針及び

接種用シリンジ、バイアル数や超低温冷凍庫

から取り出した時刻等を記載した情報提供シ

ートとこうした物品も渡す業務が発生します。 

 その後、分配先の診療所施設名、ワクチン

を渡した日、本数、ロット番号、ワクチン分

配管理台帳に記載し、当該台帳を３年間保管

することとなっております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

今ご答弁を頂きましたように、４月に納品さ

れる冷凍庫については保健福祉センターに、

５月に納品される残りの２台については、２

病院に問い合わせて意向確認を行っていく。

６月に納品される冷凍庫は、要望がなければ、

福祉センターに設置するということを考えて

いるということでございました。 

 それと、ワクチンの管理についてですが、

ディープフリーザーの保管管理責任者は医師

の名前で登録をし、この責任者の下にワクチ

ンの管理を行っていくというふうにお答えい

ただきましたわけですけれども、皆さんご承

知のとおり、市民病院は医療機関でありまし

て、ドクターをはじめとする様々な専門的な

知識のある有資格者の方が多数おられるとこ

ろでございます。病院でワクチン管理につい

て専門職の方が保管や管理を行うというのは

一般的なことであるというふうに誰もが認識

するところでありますけれども、今お答えい

ただきましたように、保健福祉センターに設

置されますディープフリーザー、そこに保管

されるワクチンについては、医師の名前で登

録すると言われるところですけれども、医療

の専門職の方がそこに常駐して管理を行うわ

けではございませんので、その点について誰

がどのように管理をされるのかお伺いいたし

ます。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。

今ご質問のあったように、市役所は病院のよ

うな医療機関ではありませんけども、市町村

が管轄する場所を基本型接種施設として登録

することで、国からのワクチンの配送を受け

取ることができます。基本型接種施設となる

保健福祉センターでは医師が常駐しないため、

現在、保健所と保管管理責任者の登録につい

て問い合わせています。 

 保管場所は保健福祉センター内の薬品庫に

設置します。薬品庫は警備システムと非常用

電源設備が完備されています。管理はいきい

き健康課及び子育て世代包括支援センターの

職員のうち責任者を決めて、複数で管理や搬

入・排出作業を行います。取扱いについて橋

本市民病院や橋本保健所に聞きながら、適切

に管理を行っていく予定です。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

管理のほうはいきいき健康課及び子育て世代

包括支援センターの職員のうちの責任者を決

めて、複数で管理や搬入作業を行っていくと

いうことでございます。それで今、橋本市民

病院や保健所に聞きながら適切に管理を行っ

ていくというお答えを頂きました。 

 そもそも論になるんですけれども、２月３

日に文教厚生委員会のほうでワクチン接種に
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ついての進捗状況ということで報告を頂いた

ときに、保健福祉センターに設置するという

ふうな、そのときの状況でお話は頂いてござ

いございました。自分自身感じるところです

けれども、医薬品とか薬というのはもちろん

有資格者の方が適切に管理するというのが常

識というか、一般的であるというふうに思っ

ておったので、その辺り福祉センターに設置

することに対してどうなんかなというのを疑

問に持ちまして、その辺り個人的に少し調べ

させていただいたんですけれども、ディープ

フリーザーを一応橋本市の保健福祉センター

に設置するということに関しては、新型コロ

ナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関

する手引き1.2というところにも記載されて

おりますように、配送場所、担当者、担当者

連絡先の情報は登録するということでござい

ます。 

 そんな中で超低温冷凍庫についてですけれ

ども、超低温冷凍庫の実際の配置にあたって

は、一定規模の病院や複数の医療機関が協力

して運営する会場、循環診療の拠点となる場

所へ配送することができるように調整を行う

ということでございますので、もちろん福祉

センターに設置するということは特に問題は

ないというふうには書いてございます。それ

と、ワクチン等の割当てということで今、健

康福祉部長がおっしゃっていただいた基本型

接種施設として登録するということでござい

ますので、医療機関以外の接種を行わない場

所であっても、都道府県または市町村が管理

する場所であれば、責任の医師が決めた上で

ワクチンの配送を受けることができるという

ことになってございます。 

 それについては特に問題はございませんし、

それ以前に、卸売販売業における医薬品の販

売等の相手先に関する考え方についてという

ことで、以前、平成23年３月１日ですけれど

も、厚生労働省の医薬食品局総務課から事務

連絡が来てございます。そのときに事務連絡

の中で事例として、市町村長に対して予防接

種法に基づき、当該市町村が行うワクチン接

種による副反応の応急治療措置のために使用

する医薬品等、地方自治体の長に対し、予防

接種に基づき実施されるワクチンの接種にあ

たり、必要な医薬品を販売することができる

というふうにもなってございます。一応、手

引とか事務連絡に沿ってしっかりと健康福祉

部のほうで、それに乗った形で対応していた

だいているのはしっかり自分自身の中で理解

させていただいたところでもございます。 

 そんな中で一点気になるところがあるんで

すけれども、しっかりと橋本市民病院や保健

所のほうに聞きながら適切に管理を行うとい

うことでございますけれども、何せいきいき

健康課の職員とか、子育て世代包括支援セン

ターの職員が管理するにあたって、やはりい

ろいろ情報の中であっても、電源の不備があ

ってワクチンが庫内の温度が上がったりとか

いうふうなことも聞かれる中で、もちろんそ

れに対しては職員のせいというか、そういう

わけではないんですけど、そういった適切な

管理に関して、やはり資格を持ってないがた

めに重荷にならないのかなというふうに一点

気になるところなんです。その辺が体に接種

する部分でありますので、やっぱりしっかり

適切に管理しないといけないという責任感も

もちろんあろうかと思いますので、その辺り

について質問は避けますけれども、しっかり

と市民病院のドクターなり専門職の方に取扱

いについては聞いていただいて、職員のプレ

ッシャーにならない、重荷にならないような

形で、またケアなんかもしっかりとしていた

だけるようにお願いをしておきますので、そ

の点については要望しておきます。 

 引き続き質問させていただくんですけど、
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先ほど接種までの流れについては同僚議員の

ほうから午前中に聞いていただきましたので、

それを十分承知した上なんですけれど、そん

な中、そのときにも触れておられたように高

齢者の方のワクチン接種について、どこで接

種をされるのかということについてご予定を

お伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。

午前中にも一部答弁したんですけども、現在、

伊都医師会や橋本保健所、それから１市３町

で協議中ですけども、本市としては高齢者の

予防接種については個別接種を基本と考えて

おります。理由としまして、高齢者の多くは

何らかの疾患を抱えておりまして、ふだんか

らかかりつけ医をお持ちの方がおります。か

かりつけ医は患者の病気やふだんの健康状態

を把握しているので、ワクチン接種の際には

それを有効に使いまして、個別接種の方向で

考えていきたいと思っております。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

高齢者の予防接種については、かかりつけ医

での個別接種を基本と考えておるということ

でございます。高齢者の方についてはいろん

な基礎疾患なんかもあろうかと思いますので、

その辺りについてはやはりかかりつけ医の方

が一番その方の体の状況というのはよく分か

っておられると思いますので、個別接種を基

本としていただけるのであれば特に問題もな

いのかなと思いますので、その辺についてま

たよろしくお願いしときます。 

 それと、今ワクチン接種のお知らせという

のを橋本市のほうで配布していただいており

ます。朝からもおっしゃっていただきました

ように、ワクチン接種のコールセンターとい

うのも３月８日、昨日からですかね、開設し

てございます。朝からご答弁を頂いたように、

数件問合せも来ておるところでございますの

で、今後こういうコールセンターが開設され

たということで、接種についても２回受けな

いといけないとか、いろんな今までにないよ

うな接種のやり方でございますので、やはり

不安な部分もあるのかなと思いますので、そ

の辺りコールセンターにもそうですし、また

担当課のほうへもいろいろな問合せもあろう

かと思います。また高齢者のことですので、

同じような質問というのが多々あるかと思い

ますので、その辺についても長い目で見てい

ただいて、対応のほうもお願いしておきます。 

 再質問ですけれども、高齢者の方もそうで

すけれども、またその後基礎疾患のある方と

か、施設の関係者の方、一般の方という順番

でワクチン接種というのが進んでいくんです

けれども、全てに含んでですけれども、ディ

ープリーザーが保健福祉センターに設置され

るということについては、そこで接種会場に

なるのかなというところも一部予想されるん

ですけれども、公の施設、福祉センターも含

めて集団接種なんかも検討されておられるの

かお伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。

議員もご存じのように、ワクチンの供給につ

いては非常に遅れてきております。ですので、

いつ頃からとかどういう形でというのはまだ

分からない状況ですけども、今考えておりま

すのは集団接種が、高齢者の接種が終了して

一般の方の接種への移行期間をだいたい夏頃

と考えております。夏から秋にかけて集団接

種が必要と考えておりまして、その場所につ

いて保健福祉センターでの集団接種を考えて

います。 

 集団接種を実施するには、医師、看護師の

確保も含め必要であることから、伊都医師会

の皆さまと協議をしながら進めていきたいと
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考えております。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

今おっしゃっていただいたように、医師、看

護師の確保も必要でありますので、その辺り

また伊都医師会のほうとも協議していただき

ながらスムーズに進んでいっていただきます

ようにお願いを申し上げておきます。 

 それでは、集団接種ということになってき

ますと、また問診場所とか接種場所、それと

アナフィラキシーショックということも考え

るとしばらく待機する場所とか、それなりの

スペースも必要になってきます。私も子ども

の予防接種で市民病院にもお世話になるんで

すけど、その場合ですと年々で予防接種する

もの違ってきますし、同じように予約して行

ってでもそんなにも密になるということはご

ざいませんけれども、今回どういう形で接種

が進んでいくのかは分かりませんけれども、

16歳以下を除いた全市民が一応対象となりま

すので、それなりの方が接種を予約して受け

られるのかなというふうにも思いますので、

その辺りスムーズに接種が進むというのと、

またそれなりの場所の確保というところ、事

前には検討してそれなりに進めていただいて

おるとは思いますので、それについてもしっ

かりと再度検討していただいて、スムーズに

導入していただきますようにお願いしておき

ます。 

 引き続いてですけれども、副作用等につい

てですけれども、情報とか報道というのがた

くさん錯綜している中ですけれども、ワクチ

ンの接種の順番というのが来た場合に、今ア

ンケートなんかでもそうですけど、約半数の

人というのがまだ打たないというふうなこと

も言われてございます。やはり予防接種に対

して不安な部分というのが多いのかなという

ふうには考えるわけなんですけど、そこでワ

クチン接種を受けられることによって、やは

り本人の重体化の防止はもちろん、医療機関

が逼迫しないということが前提となるわけな

んですけど、やっぱり逼迫しないことによっ

て必要な人に必要な医療提供が行えるという

ところでございますので、接種を受けるとい

うことは重要かなというふうに思うわけなん

ですけど、ワクチン接種を推進するにあたっ

てやはり市民の皆さんが不安に思うことの解

消というのはしっかりしていかないといけな

いと思うんですけど、その辺りについてどの

ように考えて、どうされていくのかお聞かせ

ください。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）副作用関係に

ついては情報をしっかり提供していきたいと

考えております。昨日でしたか、今日でした

か忘れたんですけども、はっきりした数字は

握ってないんですけども、今だいたい７万人

ぐらいの方が接種されて７名か８名の方が副

反応が出ているようです。そのうちの２人の

方が入院されていて、その辺は回復に向かっ

ているということで、今のところ重要な副作

用については起こってないようです。 

 再度答えますけども、ワクチン接種を受け

ることにあたってしっかりした情報提供を行

う必要があり、感染症予防効果と副反応のリ

スクの双方について理解した上で、自らの意

思で接種を受けていただきたいと考えており

ます。一般的にワクチン接種後にはワクチン

が免疫をつけるための反応を起こすため、接

種部分の痛み、発熱、頭痛などの副反応が生

じる可能性があります。治療を要したり、障

がいが残るなどの副反応は極めてまれである

ものの、ゼロではないと考えております。 

 ワクチン接種に対する不安を解消するため、

国では現在、接種が開始された医療従事者の

先行接種者を含め、延べ約300万人の方々につ
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いてワクチン接種後の症状等の調査をするこ

ととしており、ワクチンの安全性を継続して

確認を行いながら、安全性に関する情報のほ

か、副反応を疑う事例についても専門家によ

る評価結果を公表し、幅広く丁寧に伝えてい

くと聞いております。かかりつけ医師等とご

相談の上、接種を受けるかどうかを決定して

いただきたいと思っています。医学的知見が

必要となる専門的な相談先は都道府県の役割

となっており、和歌山県が設置するコールセ

ンターまたは最寄りの保健所などにお問合せ

をしていただけたらと思っております。 

 市としても県や保健所とも連携しながら、

不安を感じられている方のために情報を収集

し、可能な限り丁寧に説明することで、少し

でも市民の皆さまの不安の軽減に努めたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

先ほども言わせていただいたように、ワクチ

ン接種というのは自分自身の重度化の防止で

もありますし、医療機関が逼迫しないことに

よって必要な人に必要な医療が提供される。

みんなのためであるし、また広く考えれば自

分の家族のためでもあるということから、ま

た正しい情報をしっかりと収集していただい

て、やっぱり市民の皆さまにお知らせを頂い

て不安の軽減というのをしっかりしていただ

いた中で、一人でも多くの皆さんがワクチン

接種をしていただくことが大切であるという

ふうに考えますので、またその点についても

ご尽力いただきますようお願いしておきます。 

 それでは、引き続きご質問させていただき

ます。新型インフルエンザ等対策特別措置法

等の一部を改正する法律が令和３年２月３日

に可決成立しまして、２月13日に施行され、

コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を

防止するための規定が設けられています。全

国的にコロナ差別に関する条例も制定され、

啓発活動もされておりますけれども、なかな

か減少するに至っていないのではないのかな

というふうに感じております。 

 そこで、改めてお伺いいたします。今後、

ワクチン接種が進んでいく中で、打つ人、ま

だ打たない人に分かれようか思います。先行

して接種を受けられる医療従事者の中におい

てでも、夫婦間、兄弟間において打つ人、ま

だ打たない人というふうに分かれております。

いろんな事情によって打たないということも

ありましょうし、打てないという人もいてる

と思います。今無症状の方が多数おられる中

で、いつどこで誰が感染してもおかしくない

状況であります。そんな中でワクチン接種を

しなくて新型コロナウイルスに感染した場合

に、新たな差別が生まれるのではないのかと

いうことを心配される医療従事者の方からの

ご相談もある中で、市として何か対策を考え

ておられるのかについてお伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）接種にあたり

ましては現在努力義務ということで、人それ

ぞれ希望する人、それからしない人、希望す

るけども事情があり接種できない人などもお

られます。議員ご指摘のとおり、接種した、

しない、接種の有無により誹謗中傷や差別的

な取扱いが発生する可能性はあります。 

 先ほど議員のほうからご紹介いただきまし

たインフルエンザ等対策特別措置法、これが

２月13日に公布されていますが、これは広い

意味でのコロナウイルス感染症対策全般に対

する差別に関する規定ということなんですけ

ども、実は昨年の11月に予防接種法の一部改

正というのが行われていまして、そこで国に

おいて附帯決議というのがなされております。

これは政府に適切な措置を講じるべきものと
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して、新型コロナウイルスワクチンを接種し

ていない者に対して、差別、いじめ、職場や

学校等における不利益取扱い等は決して許さ

れるものではないことを広報等により周知徹

底するなど必要な対応を行うことということ

を政府に要請しているというところでござい

ます。 

 一方、本市というのは人権擁護都市宣言と

いうのも行っております。人権尊重の社会づ

くりというのをめざしていると。そういった

中で差別につながらないよう、また未然に防

止するために必要な教育や啓発を行っていき

たいと。当然、ホームページはもちろんのこ

と、「広報はしもと」においても特集記事を編

成するであるとか、あと、いろいろ人権講演

会というのもやっています。コロナの中で開

催できるかどうかというのも少し不明な点は

ありますけれども、そういった中でもこの差

別に関することをテーマに講演会を開いてい

きたい。併せて、少し壇上からもご答弁申し

上げましたけども、橋本市の人権啓発推進委

員会並びに関連する団体とも連携しまして、

やはり相談体制の充実といいますか、窓口を

設けた上でこれの充実に努めていきたいと考

えていますし、もし仮にそのような差別事象

が不幸にもあった場合には、やっぱりきっち

りとした形で差別した者に対し、指導や助言

等を行っていけたらというふうに考えており

ます。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

もちろん差別というのはあってはならないこ

とでありますので、その辺りについてまた啓

発の活動なんかもしっかりと行っていただき

たいなというふうに思います。今ですけれど

も、世間みんなが不安に包まれやすくなって

おるのかなというふうに思います。自分のた

めや家族のためを思ってコロナ対策をしてい

るつもりが、過剰な反応になってしまって、

ささいなことで思い込みや差別や偏見を生ん

でしまっているのかなというふうに思います。 

 そんな中、やはり正しい知識と情報に基づ

いて行動しないといけないのではないのかな

というふうに思います。それと、自分もそう

ですけれど、何気ない言葉に悪意がなくても

人権侵害につながるということもございます。

やはり自分たち一人ひとりが正しい知識と情

報を収集するということも大切でありますし、

また行政としても、引き続き正しい知識と情

報の提供というのを、コロナ差別に対しての

啓発活動についても改めて継続してしっかり

と行っていただきたいというふうに思います。 

 コロナ差別による人権侵害のない世の中に

なっていただきたいなということを希望いた

しまして、私の一般質問は終わらせていただ

きます。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さんの一

般質問は終わりました。 

 この際、１時55分まで休憩いたします。 

（午後１時41分 休憩） 

                     


